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愛媛県行政書士会
楕円

愛媛県行政書士会
楕円

愛媛県行政書士会
見本

愛媛県行政書士会
テキストボックス
最終学歴から職歴を記入するとき
期間が開かないように、必ず３月卒業、同じ年の４月から無職であっても記入して下さい。

愛媛県行政書士会
線

愛媛県行政書士会
テキストボックス
必ず、今現在の状況が
分かるよう、最後に｢現在に至る｣の文言を記入して下さい。

愛媛県行政書士会
ノート
愛媛県行政書士会 : Unmarked

愛媛県行政書士会
テキストボックス
職歴を記入していただくときは、最初から今現在までひと月でも空きがないように記載して下さい。無職・アルバイトも必ず記入して、今現在の状況｢現在に至る｣までを、記入して下さい。

愛媛県行政書士会
テキストボックス
資格を有していても、実際に業を開業していないときは、記載しないで下さい。

愛媛県行政書士会
テキストボックス
士業の証票に記載されている
年月を記入して下さい。開業した年月ではありません。

愛媛県行政書士会
テキストボックス
下記（裏面）の囲み線の中をよくお読み下さい。

愛媛県行政書士会
鉛筆

愛媛県行政書士会
長方形
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愛媛県行政書士会
楕円

愛媛県行政書士会
楕円

愛媛県行政書士会
楕円

愛媛県行政書士会
線

愛媛県行政書士会
線

愛媛県行政書士会
テキストボックス
要注意!!!!

愛媛県行政書士会
線

愛媛県行政書士会
線

愛媛県行政書士会
ノート
愛媛県行政書士会 : Unmarked
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